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テレワークとは、ＩＣＴ(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない

柔軟な働き方のことであり、自宅を就業場所とする在宅勤務などの形態があります。 

テレワークは、ワーク・ライフ・バランス（就業者の仕事と家庭、地域生活の調

和）を図りつつ、業務効率・生産性の向上を実現する柔軟な就業形態であり、この

普及を通じて、少子高齢化、地域活性化、環境保全等の課題解決に大きく寄与する

ものです。 

我が国においては世界一速くて安いブロードバンドが整備されてきており、自宅

でもテレワークができる時代がようやくやって来ました。まさに今テレワークの飛

躍的な拡大が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
政府では、２０１０年までにテレワーカーを就業者人口の２割とする目標の実現

に向けて、「テレワーク人口倍増アクションプラン」を策定し、政府一体となって

テレワークの普及を推進しています。 

この一環として、平成 19 年度税制支援措置として「テレワーク環境整備税制」

を新設しました。さらに、総務省ではテレワーク普及のための各種施策を実施して

おります。推進施策の詳細については、以下のＵＲＬをご参照ください。 

  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/telework/index.htm 
（参考）テレワーク人口倍増アクションプラン 
  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/telework.html 

１.テレワークとは 

２.テレワークの普及推進 

 



 

 

 

制度の概要 

①目的：テレワーク設備投資に対する税制支援を行うことで、企業におけるテレワ

ーク環境整備を促進し、テレワークの一層の普及促進を図ることにより、業

務効率化による企業の競争力向上、少子高齢化対策、地域における雇用創出

効果、ワーク・ライフ・バランスの実現、環境負荷軽減効果等に資すること

を目的としています。 

②対象者：テレワーク関係設備の導入を行う法人又は個人事業者 

③対象設備  

設 置 場 所 設 備 名 概  要 

会 社 

在

宅

勤

務 

シ ン ク ライ ア

ントサーバ 

シンクライアント端末装置から送信された入力情報に基づき

情報処理を行うとともに、表示画面情報又は音声情報をシン

クライアント端末装置に送信するサーバ（これと同時に設置

する補助記憶装置又は電源装置を含む。） 

ＶＰＮ装置 
通信データの暗号化又は復号化を行うことにより、インター

ネットプロトコルによるパケットを交換するネットワークに

仮想閉域網を構築する装置 

ネットワーク 

監視装置 

従業者の自宅に設置するシンクライアント端末装置及びＶＰ

Ｎ装置又はテレワークを行うために会社に設置されたシンク

ライアントサーバ及びＶＰＮ装置から送信される通信記録を

収集し、記憶装置に保存する機能を有するもの 
サ

テ

ラ

イ

ト

オ

フ

ィ

ス

勤

務 

ル ー タ ー又 は

スイッチ 

通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路

を制御又は選択する機能を有する専用の電気通信設備（これ

と同時に設置する集線装置を含む。） 

※ ＩＰ－ＶＰＮ又は広域イーサネット網でサテライトオフ

ィスと接続されている場合に限る。 

従業者の 

自宅 

シンクライアント

端末装置 

シンクライアントサーバと通信を行うことによってのみ電子

計算機として機能する端末装置（これと同時に設置する附属

の入出力装置（入力用キーボード及び表示装置に限る。）、

通信制御装置、伝送用装置（無線用のものを含む。）又は電

源装置を含む。） 

ＶＰＮ装置 
通信データの暗号化又は復号化を行うことにより、インター

ネットプロトコルによるパケットを交換するネットワークに

仮想閉域網を構築する装置 

サテライト 

オフィス 

ルーター又はスイ

ッチ 

通信プロトコルに基づき、電気通信信号を伝送し、その経路

を制御又は選択する機能を有する専用の電気通信設備（これ

と同時に設置する集線装置を含む。） 

※ ＩＰ－ＶＰＮ又は広域イーサネット網でテレワークを行

うための電気通信設備が設置された会社と接続されている

場合に限る。 

 

④軽減措置：地方税「固定資産税」について、取得後 5 年度分について課税標準を

２／３にすることが認められます。 

 

⑤適用期間：平成 19 年 4 月 1 日～平成 2３年 3 月 31 日(４年間) 

３.テレワーク環境整備税制 
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申請手続 

《証明の手続》（平成 19 年総務省告示第 287 号） 

 テレワーク環境整備税制のご利用にあたっては、各総合通信局（沖縄においては、

沖縄総合通信事務所）が発行する証明書が必要となります。 

 証明書の発行に係る申請は、次の書類を作成の上、テレワークを行うための電気通

信設備が設置された事務所又は事業所（例：従業者が所属する会社等）の所在地を管轄

する総合通信局へ提出してください。 

（提出書類）※様式はこちら→http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/telework/index.htm 

① 証明申請書（告示別表第一号） 

② 添付書類(告示別表第二号 ～ 第四号) 

・ 別表第二号 

- サテライトオフィス、従業員の自宅でテレワークを行うことが認められていることを示

す就業規則等の書類 

・別表第三号 

- サテライトオフィスで勤務することにより、通常勤務する事務所又は事業所へ通勤する

よりも、通勤の負荷が軽減されることを示す書類 

・別表第四号 

- 対象設備としての機能を有していることを示す書類 

 - ネットワーク構成図 

 - 数量、取得年月日を示す書類 等 

- ＩＰ－ＶＰＮ、広域イーサネット網の利用契約書（ルーター又はスイッチの取得の場合のみ） 

《申請スキーム図》 

 

総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長の証明 

市町村等 

④税制申告の

際、関係書類

とともに証明

書を提出 

②証明申請書及び 

添付書類提出 
③証明内容の審査

後、証明書交付 

メーカー等 
①設備の納入 

法人又は個人事業者 

装置 



 

 

 

北海道総合通信局  〒060-8795 札幌市北区北８条西2-1-1 札幌第1合同庁舎 

【電気通信事業課】０１１－７０９－２３１１（代）（内線４７０４） 

 

東北総合通信局  〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 

【情報通信連携推進課】０２２－２２１－０６０９ 

 

関東総合通信局  〒102－8795 千代田区九段南1-2-1 九段第３合同庁舎 

【情報通信連携推進課】０３－６２３８－１６８４ 

 

信越総合通信局  〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎 

【電気通信事業課】０２６－２３４－９９７２ 

 

北陸総合通信局  〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 

【電気通信事業課情報通信振興室】０７６－２３３－４４３１ 

 

東海総合通信局  〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館 

【情報通信連携推進課】０５２－９７１－９３１５ 

 

近畿総合通信局  〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 

【情報通信連携推進課】０６－６９４２－８５８４ 

 

中国総合通信局  〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 

【情報通信連携推進課】０８２－２２２－３４８１ 

 

四国総合通信局  〒790-8795 松山市宮田町8-5 

【情報通信振興課】０８９－９３６－５０６１ 

 

九州総合通信局  〒860-8795 熊本市二の丸1-4 

【情報通信連携推進課】０９６－３２６－７３１８ 

 

沖縄総合通信事務所  〒900-8795 那覇市東町26-29 

【情報通信課】０９８－８６５－２３０４ 

 

本税制に関してご不明な点がある場合は、お近くの各地方総合通信局等又は総務省

情報流通行政局情報流通高度化推進室あてご連絡ください。 

 

問い合わせ先 

総務省 
情報流通行政局情報流通振興課情報流通高度化推進室 
〒100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

電話：０３－５２５３－５７５１ ＦＡＸ：０３－５２５３－５７５２ 


